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即位後朝見の儀を国の儀式として行うことについて

標記について，別紙1のとおり閣議を求めます。

なお，閣議決定の上は，別紙2のとおり内閣告示をもって公

示願いたい。
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即位後朝見の儀を国の儀式として行うことについて

鱒 Ⅲ具

I

1 国の儀式として，即位後朝見の儀を行う。

2即位後朝見の儀は，令和元年5月1日，宮中において行う。

3即位後朝見の儀の細目は，宮内庁長官が定める。
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